
第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 28,000,000

第四種優先株式 64,500

第八種優先株式 85,500

第十三種優先株式 5,000,000

計 33,150,000

（注）「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式の数を減ずる。」旨定款に定めております。

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数(株)

(平成26年３月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成26年６月25日)

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 16,151,573 同左 －

完全議決権株

式であり、当

行における標

準となる株式

（注)１

第二回第四種

優先株式
64,500 同左 － (注)１、２

第八回第八種

優先株式
85,500 同左 － (注)１、３

第十一回第十

三種優先株式
3,609,650 同左 － (注)１、４

計 19,911,223 同左 － －

（注）１．当行定款第８条において、株式の譲渡制限につき、次のとおり規定しております。

「当銀行の全部の種類の株式に関し、いずれの株式の譲渡による取得についても、取締役会の承認を受けな

ければならない。」

なお、上記の各種類の株式について、単元株式数の定めおよび会社法第322条第２項に規定する定款の定め

はありません。
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２．第二回第四種優先株式の内容は次のとおりであります。

なお、本優先株式の議決権については、下記(5)「議決権条項」に記載するとおりであり、剰余金の配当お

よび残余財産の分配に関しては普通株式に優先する代わりに、議決権に関してはこれを制限する内容として

おります。

(1）優先配当金

①　優先配当金

　毎年３月31日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき年４万2,000円の金銭に

よる剰余金の配当（以下「優先配当金」という。）を行う。ただし、当該事業年度において下記に定める

優先中間配当金の全部または一部を支払ったときは、その額を控除した額とする。

②　非累積条項

　ある事業年度において、優先株主に対して優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足

額は翌事業年度以降に累積しない。

③　非参加条項

　優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。

④　優先中間配当金

　中間配当については、毎年９月30日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき２

万1,000円の金銭による剰余金の配当（以下「優先中間配当金」という。）を行う。

(2）残余財産の分配

　残余財産の分配については、優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき200万円を支払

う。優先株主に対しては、上記200万円のほか残余財産の分配を行わない。

(3) 取得請求権

①　取得を請求し得べき期間

　優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成23年3月15日以降とする。

②　取得の条件

　優先株主は、上記①の期間中、当銀行が優先株式を取得するのと引換えに下記(a)および(b)に定める

取得価額により、下記③の算式により算出された数の普通株式を交付することを請求することができ

る。

(a)　当初取得価額

当初取得価額は、163,400円とする。

(b)　取得価額の調整

　取得価額は、当銀行が優先株式発行後、調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行

または処分する場合その他一定の場合には、次に定める算式により調整される。

 

調整後

取得価額

 

＝

 

調整前

取得価額

 

×

既発行

普通株式数
＋

新規発行

普通株式数
×

1株あたり

の払込金額

調整前取得価額

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

　また、取得価額は、合併その他一定の場合にも調整される。

③　取得と引換えに交付すべき普通株式数

優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。

取得と引換えに交付すべき

普通株式数
＝

優先株主が取得を請求した優先株式の数

×　2,031,500円

取得価額
 

取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたっては、1株未満の端数を切り捨て、かかる端数に

ついて会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

(4）取得条項

①　平成23年3月15日以降、取締役会の決議で別に定める日に、優先株式の全部または一部を取得し、当該

取得と引換えに下記の算式により算出された数の普通株式を交付することができる。

取得と引換えに交付すべき

普通株式数
＝

当銀行が取得する優先株式の数

×　2,031,500円

取得価額
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　取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときは、会社法第

234条の規定によりこれを取り扱う。取得価額とは、上記(3)「取得請求権」②(a)および(b)に定める取

得価額をいう。

②　優先株式の一部を取得するときは、抽選または按分比例の方法により行う。

(5）議決権条項

　優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が

定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその

総会の終結の時より優先配当金を受ける旨の決議ある時までは議決権を有する。

(6）新株予約権等

　優先株式について、株式の併合または分割を行うことができる。

　優先株主に対しては、募集株式、募集新株予約権、新株予約権付社債または分離して譲渡することができ

る募集新株予約権および社債の割当てを受ける権利を与えず、新株予約権の無償割当ては行わない。

(7）優先順位

　第四種および第八種の各種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は、同順

位とし、第十三種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払に優先する。

３．第八回第八種優先株式の内容は次のとおりであります。

なお、本優先株式の議決権については、下記(5)「議決権条項」に記載するとおりであり、剰余金の配当お

よび残余財産の分配に関しては普通株式に優先する代わりに、議決権に関してはこれを制限する内容として

おります。

(1）優先配当金

①　優先配当金

　毎年３月31日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき年４万7,600円の金銭に

よる剰余金の配当（以下「優先配当金」という。）を行う。ただし、当該事業年度において下記に定める

優先中間配当金の全部または一部を支払ったときは、その額を控除した額とする。

②　非累積条項

　ある事業年度において、優先株主に対して優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足

額は翌事業年度以降に累積しない。

③　非参加条項

　優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。

④　優先中間配当金

　中間配当については、毎年９月30日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき２

万3,800円の金銭による剰余金の配当（以下「優先中間配当金」という。）を行う。

(2）残余財産の分配

　残余財産の分配については、優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき200万円を支払

う。優先株主に対しては、上記200万円のほか残余財産の分配を行わない。

(3) 取得請求権

①　取得を請求し得べき期間

　優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成23年3月15日以降とする。

②　取得の条件

　優先株主は、上記①の期間中、当銀行が優先株式を取得するのと引換えに下記(a)および(b)に定める

取得価額により、下記③の算式により算出された数の普通株式を交付することを請求することができ

る。

(a)　当初取得価額

当初取得価額は、163,400円とする。

(b)　取得価額の調整

　取得価額は、当銀行が優先株式発行後、調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行

または処分する場合その他一定の場合には、次に定める算式により調整される。

 

調整後

取得価額

 

＝

 

調整前

取得価額

 

×

既発行

普通株式数
＋

新規発行

普通株式数
×

1株あたり

の払込金額

調整前取得価額

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

　また、取得価額は、合併その他一定の場合にも調整される。
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③　取得と引換えに交付すべき普通株式数

　優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。

取得と引換えに交付すべき

普通株式数
＝

優先株主が取得を請求した優先株式の数

×　2,035,700円

取得価額
 

取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたっては、1株未満の端数を切り捨て、かかる端数に

ついて会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

(4）取得条項

①　平成23年3月15日以降、取締役会の決議で別に定める日に、優先株式の全部または一部を取得し、当該

取得と引換えに下記の算式により算出された数の普通株式を交付することができる。

取得と引換えに交付すべき

普通株式数
＝

当銀行が取得する優先株式の数

×　2,035,700円

取得価額

　取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときは、会社法第

234条の規定によりこれを取り扱う。取得価額とは、上記(3)「取得請求権」②(a)および(b)に定める取

得価額をいう。

②　優先株式の一部を取得するときは、抽選または按分比例の方法により行う。

(5）議決権条項

　優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が

定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその

総会の終結の時より優先配当金を受ける旨の決議ある時までは議決権を有する。

(6）新株予約権等

　優先株式について、株式の併合または分割を行うことができる。

　優先株主に対しては、募集株式、募集新株予約権、新株予約権付社債または分離して譲渡することができ

る募集新株予約権および社債の割当てを受ける権利を与えず、新株予約権の無償割当ては行わない。

(7）優先順位

　第四種および第八種の各種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は、同順

位とし、第十三種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払に優先する。

４．第十一回第十三種優先株式の内容は次のとおりであります。

なお、本優先株式の議決権については、下記(5)「議決権条項」に記載するとおりであり、普通株式に対し

ては剰余金の配当および残余財産の分配に関して優先すること、第四種および第八種の優先株式に対しては

剰余金の配当および残余財産の分配に関して劣後する代わりに剰余金の配当利回りが高い内容となっている

ことを踏まえて、議決権を有しない内容としております。

(1）優先配当金

①　優先配当金

　毎年３月31日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき年１万6,000円の金銭に

よる剰余金の配当（以下「優先配当金」という。）を行う。ただし、当該事業年度において下記に定める

優先中間配当金の全部または一部を支払ったときは、その額を控除した額とする。

②　非累積条項

　ある事業年度において、優先株主に対して優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足

額は翌事業年度以降に累積しない。

③　非参加条項

　優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。

④　優先中間配当金

　中間配当については、毎年９月30日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき

8,000円の金銭による剰余金の配当（以下「優先中間配当金」という。）を行う。

(2）残余財産の分配

　残余財産の分配については、優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき20万円を支払う。

優先株主に対しては、上記20万円のほか残余財産の分配を行わない。

(3) 取得請求権

①　取得を請求し得べき期間

　優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成23年3月15日以降とする。
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②　取得の条件

　優先株主は、上記①の期間中、当銀行が優先株式を取得するのと引換えに下記(a)および(b)に定める

取得価額により、下記③の算式により算出された数の普通株式を交付することを請求することができ

る。

(a)　当初取得価額

当初取得価額は、163,400円とする。

(b)　取得価額の調整

　取得価額は、当銀行が優先株式発行後、調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行

または処分する場合その他一定の場合には、次に定める算式により調整される。

 

調整後

取得価額

 

＝

 

調整前

取得価額

 

×

既発行

普通株式数
＋

新規発行

普通株式数
×

1株あたり

の払込金額

調整前取得価額

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

　また、取得価額は、合併その他一定の場合にも調整される。

③　取得と引換えに交付すべき普通株式数

　優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。

取得と引換えに交付すべき

普通株式数
＝

優先株主が取得を請求した優先株式の数

×　212,000円

取得価額
 

取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたっては、1株未満の端数を切り捨て、かかる端数

について会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

(4）取得条項

①　平成23年3月15日以降、取締役会の決議で別に定める日に、優先株式の全部または一部を取得し、当該

取得と引換えに下記の算式により算出された数の普通株式を交付することができる。

取得と引換えに交付すべき

普通株式数
＝

当銀行が取得する優先株式の数

×　212,000円

取得価額

取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときは、会社法第

234条の規定によりこれを取り扱う。取得価額とは、上記(3)「取得請求権」②(a)および(b)に定める

取得価額をいう。

②　優先株式の一部を取得するときは、抽選または按分比例の方法により行う。

(5）議決権条項

　株主総会において議決権を有しない。

(6）新株予約権等

　優先株式について、株式の併合または分割を行うことができる。

　優先株主に対しては、募集株式、募集新株予約権、新株予約権付社債または分離して譲渡することができ

る募集新株予約権および社債の割当てを受ける権利を与えず、新株予約権の無償割当ては行わない。

(7）優先順位

　第十三種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は、第四種および第八種の

各種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払に劣後する順位とする。

（２）【新株予約権等の状況】

　該当ありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当ありません。

（４）【ライツプランの内容】

 該当ありません。
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（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式
総数残高

（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増減
額（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成21年６月24日

（注）１
－ 11,054,283 － 1,070,965 △84,893 245,440

平成21年６月30日

（注）２
1,395 11,055,678 69,750 1,140,715 69,750 315,190

平成21年８月31日

（注）３
5,017 11,060,695 250,850 1,391,565 250,850 566,040

平成21年９月29日

（注）４
250 11,060,945 12,500 1,404,065 12,500 578,540

平成23年３月22日

（注）５
6,550,339 17,611,284 － 1,404,065 － 578,540

平成23年３月28日

（注）６
2,299,939 19,911,223 － 1,404,065 － 578,540

平成25年４月１日

（注）７
－ 19,911,223 － 1,404,065 76,783 655,324

（注）１．資本準備金の減少は欠損てん補によるものであります。

２．有償株主割当（普通株式1,395株）　発行価格　100百万円　　資本組入額　50百万円

３．有償株主割当（普通株式5,017株）　発行価格　100百万円　　資本組入額　50百万円

４．有償株主割当（普通株式　250株）　発行価格　100百万円　　資本組入額　50百万円

５．平成23年３月22日に取得請求を受けた第二回第四種優先株式64,499株、第八回第八種優先株式85,499株およ

び第十一回第十三種優先株式3,609,649株を取得し、これと引換えに普通株式6,550,339株を交付したことに

伴い、発行済株式総数は6,550,339株増加しております。

６．平成23年３月28日に取得請求を受けた第十一回第十三種優先株式1,772,689株を取得し、これと引換えに普

通株式2,299,939株を交付したことに伴い、発行済株式総数は2,299,939株増加しております。

７．平成25年３月29日付の臨時株主総会決議に基づき、平成25年４月１日に実施した剰余金の配当に伴う法定準

備金の積立により資本準備金が76,783百万円増加しております。
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（６）【所有者別状況】

①　普通株式

平成26年３月31日現在
 

区分
株式の状況

端株の状
況（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ― ― ― 1 ― ― ― 1 ―

所有株式数

（株）
― ― ― 16,151,573 ― ― ― 16,151,573 ―

所有株式数の

割合（％）
― ― ― 100.00 ― ― ― 100.00 ―

 

②　第二回第四種優先株式

平成26年３月31日現在
 

区分
株式の状況

端株の状
況（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ― ― ― 1 ― ― 1 2 ―

所有株式数

（株）
― ― ― 1 ― ― 64,499 64,500 ―

所有株式数の

割合（％）
― ― ― 0.00 ― ― 100.00 100.00 ―

　（注）自己株式64,499株は、「個人その他」に記載しております。

 

③　第八回第八種優先株式

平成26年３月31日現在
 

区分
株式の状況

端株の状
況（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ― ― ― 1 ― ― 1 2 ―

所有株式数

（株）
― ― ― 1 ― ― 85,499 85,500 ―

所有株式数の

割合（％）
― ― ― 0.00 ― ― 100.00 100.00 ―

（注）自己株式85,499株は、「個人その他」に記載しております。

 

④　第十一回第十三種優先株式

平成26年３月31日現在
 

区分
株式の状況

端株の状
況（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ― ― ― 1 ― ― 1 2 ―

所有株式数

（株）
― ― ― 1 ― ― 3,609,649 3,609,650 ―

所有株式数の

割合（％）
― ― ― 0.00 ― ― 100.00 100.00 ―

（注）自己株式3,609,649株は、「個人その他」に記載しております。
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（７）【大株主の状況】

  平成26年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社みずほフィナンシャル

グループ
東京都千代田区大手町一丁目５番５号 16,151,576 81.12

計 ― 16,151,576 81.12

（注）当行は、自己株式として第二回第四種優先株式64,499株、第八回第八種優先株式85,499株および第十一回第十三種

優先株式3,609,649株の計3,759,647株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合18.88％）を所有しております

が、上記大株主からは除外しております。

 

なお、所有株式に係る議決権の個数の多い株主は、以下の通りであります。

  平成26年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数

（個）

総株主の議決権に
対する所有議決権
数の割合（％）

株式会社みずほフィナンシャル

グループ
東京都千代田区大手町一丁目５番５号 16,151,573 100.00

計 ― 16,151,573 100.00
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

 

 

 

無議決権株式
優先株式

3,759,650
─

優先株式の内容は、

「１．株式等の状況」

「(1)株式の総数等」

「②発行済株式」

（注）２、３、４に記載の

とおりであります。

（注）

 　第二回第四種優先株式 64,500 ―

 　第八回第八種優先株式 85,500 ―

 　第十一回第十三種優先株式 3,609,650 ―

　議決権制限株式（自己株式等） ─ ─ ─

　議決権制限株式（その他） ─ ─ ─

　完全議決権株式（自己株式等） ─ ─ ─

　完全議決権株式（その他）
普通株式

16,151,573
16,151,573

完全議決権株式であり、当行

における標準となる株式であ

ります。（注）

　端株 ― ― ―

　発行済株式総数 19,911,223 ─ ─

　総株主の議決権 ─ 16,151,573 ─

（注）当行定款第８条において、株式の譲渡制限につき、次のとおり規定しております。

「当銀行の全部の種類の株式に関し、いずれの株式の譲渡による取得についても、取締役会の承認を受けなけれ

ばならない。」

なお、上記の各種類の株式について、単元株式数の定めおよび会社法第322条第２項に規定する定款の定めはあ

りません。

 

②【自己株式等】

平成26年３月31日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

─ ─ - - - -

計 ─ - - - -

 

（９）【ストックオプション制度の内容】

　該当ありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　該当ありません。

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 該当ありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

 該当ありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当ありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（百万円）
株式数（株）

処分価額の総額

（百万円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 ― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 3,759,647 ― 3,759,647 ―
 
（注）上記の保有自己株式数はいずれも、第二回第四種優先株式64,499株、第八回第八種優先株式85,499株、第十一回

第十三種優先株式3,609,649株を合計したものであります。
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３【配当政策】

　剰余金の配当に関しましては、財務体質強化の観点から内部留保の充実に意を用いつつ、業績等を勘案しまして

決定させていただきたいと考えております。

　当行は、期末配当として年１回の剰余金の配当を行うこととしており、その決定機関は株主総会であります。

　当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき普通株式につきましては１株につき17,878円とし、第二回

第四種優先株式、第八回第八種優先株式および第十一回第十三種優先株式につきましては、それぞれ所定の額の期

末配当とさせていただきました。このほか、当グループの経営管理体制の見直し等を目的として、当行の普通株主

である株式会社みずほフィナンシャルグループに対して、平成25年４月１日付にて当行連結子会社であったみずほ

証券株式会社の全株式（普通株式1,499,710,650株）の現物配当を実施いたしました。

　また、内部留保資金につきましては、将来の事業発展および財務体質の強化のための原資として活用してまいり

たいと考えております。

　なお、当行定款第５２条に「当銀行は、取締役会の決議により、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載または記

録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第５項に定める中間配当を行うことができる。」旨規

定しております。

　当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 株式の種類
配当財産

の種類
配当金の総額（円）

１株当たり

　配当額（円）

平成25年３月29日

　臨時株主総会
普通株式 子会社株式 424,473,431,200 26,280

 

平成26年６月23日

定時株主総会

 

 

普通株式 金銭 288,757,822,094 17,878

第二回第四種

優先株式
金銭 42,000 42,000

第八回第八種

優先株式
金銭 47,600 47,600

第十一回第十三種

優先株式
金銭 16,000 16,000

合計 ― 288,757,927,694 ―

 

　当行は定款の定めにより、優先株主に対しては、次に定める各種優先株式の優先配当金を超えて配当することは

ありません。

第四種優先株式　　１株につき年200,000円を上限として、発行に際して取締役会の決議で定める額

第八種優先株式　　１株につき年47,600円

第十三種優先株式　１株につき年20,000円を上限として、発行に際して取締役会の決議で定める額

　また、当行は銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、

会社法第445条第４項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余

金の額に５分の１を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。

 

 

４【株価の推移】

当行株式は非上場でありますので、該当事項はありません。

- 70 -



５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
式数
（株）

取締役頭取

(代表取締役)
林　信秀 昭和32年３月27日生

平成19年４月 株式会社みずほコーポレート銀行

執行役員営業第十三部長

平成21年４月 常務執行役員営業担当役員

平成22年４月 常務執行役員インターナショナル

バンキングユニット統括役員

平成23年６月 常務取締役インターナショナルバ

ンキングユニット統括役員

平成24年４月 常務取締役国際ユニット長

株式会社みずほ銀行常務執行役員

(非常勤)みずほコーポレート銀行

国際ユニット連携担当

平成25年４月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ副社長執行役員国際ユニッ

ト担当副社長

株式会社みずほ銀行副頭取執行役

員みずほコーポレート銀行国際ユ

ニット連携担当副頭取(平成25年７

月まで）

株式会社みずほコーポレート銀行

取締役副頭取国際ユニット担当副

頭取(平成25年７月まで）

平成25年６月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ取締役副社長国際ユニット

担当副社長(平成26年４月まで）

平成25年７月 当行取締役副頭取国際ユニット担

当副頭取(注)１

平成26年４月 取締役頭取(現職)

平成26年６月

から１年
―

- 71 -



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
式数
（株）

取締役副頭取

(代表取締役)

西日本地区担

当副頭取
河野　雅明 昭和32年２月24日生

平成18年３月 株式会社みずほコーポレート銀行

執行役員営業第八部長

平成20年４月 常務執行役員営業担当役員

平成23年４月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ常務執行役員リスク管理グ

ループ長兼人事グループ長兼コン

プライアンス統括グループ長

平成23年６月 常務取締役リスク管理グループ長

兼コンプライアンス統括グループ

長

平成23年11月 常務取締役リスク管理グループ長

兼コンプライアンス統括グループ

長兼法務・コンプライアンス部長

平成24年４月 常務取締役企画グループ長

株式会社みずほ銀行常務執行役員

企画グループ長

株式会社みずほコーポレート銀行

常務執行役員企画グループ長

みずほ信託銀行株式会社常務執行

役員企画・財務・主計グループ担

当

平成25年４月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ取締役(平成25年６月まで)

株式会社みずほ銀行取締役副頭取

西日本地区担当副頭取

株式会社みずほコーポレート銀行

副頭取執行役員西日本地区担当副

頭取

平成25年７月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ副社長執行役員西日本地区

担当副社長(現職)

当行取締役副頭取西日本地区担当

副頭取(現職)(注)１

平成26年６月

から１年
―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
式数
（株）

取締役副頭取

コンプライア

ンス統括グ

ループ長

辻田　泰徳 昭和31年６月28日生

平成21年４月 株式会社みずほ銀行執行役員個人

マーケティング部長

平成23年４月 常務執行役員個人マーケティング

部長

平成23年６月 常務執行役員

平成24年４月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ常務執行役員企画グループ

担当

株式会社みずほ銀行常務執行役員

企画グループ担当

株式会社みずほコーポレート銀行

常務執行役員企画グループ担当

平成25年４月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ副社長執行役員人事グルー

プ長兼内部監査部門長

株式会社みずほ銀行副頭取執行役

員人事グループ長(平成25年７月

まで)

株式会社みずほコーポレート銀行

副頭取執行役員人事グループ長

(平成25年７月まで)

みずほ信託銀行株式会社常務執行

役員人事グループ担当役員(平成26

年４月まで)

みずほ証券株式会社常務執行役員

人事グループ担当役員(平成26年４

月まで)

平成25年６月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ取締役副社長人事グループ

長兼内部監査部門長(平成26年４月

まで)

平成25年７月 当行副頭取執行役員人事グループ

長(注)１

平成25年９月 副頭取執行役員人事グループ長兼

コンプラインアンス統括グループ

長

平成25年11月 取締役副頭取人事グループ長兼コ

ンプラインアンス統括グループ長

平成26年４月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ取締役副社長内部管理統括

(リスク・人事・コンプライアン

ス)副社長兼コンプライアンス統括

グループ長

当行取締役副頭取コンプライアン

ス統括グループ長(現職)

平成26年６月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ取締役兼執行役副社長内部

管理統括(リスク・人事・コンプラ

イアンス)兼コンプライアンス統括

グループ長(現職)

平成26年６月

から１年
―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
式数
（株）

取締役副頭取

（代表取締役）

営業統括副頭

取
中村　康佐 昭和32年４月29日生

平成20年４月 株式会社みずほコーポレート銀行

執行役員シンガポール支店長

平成23年４月 常務執行役員営業担当役員(平成25

年７月まで)

平成24年４月 株式会社みずほ銀行常務執行役員

営業店副担当役員

平成25年７月 当行常務執行役員営業担当役員

(注)１

平成26年４月 取締役副頭取営業統括副頭取(現

職)

平成26年４月

から１年

(注)２

―

専務取締役

(代表取締役)
営業統括専務 藤井　信行 昭和34年３月10日生

平成21年４月 株式会社みずほコーポレート銀行

執行役員営業第十一部長

平成23年４月 常務執行役員営業担当役員(平成25

年４月まで)

平成24年４月 株式会社みずほ銀行常務執行役員

営業店副担当役員

平成25年４月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ常務執行役員大企業法人ユ

ニット長(平成26年４月まで)

株式会社みずほ銀行常務執行役員

大企業法人ユニット長

株式会社みずほコーポレート銀行

常務執行役員大企業法人ユニット

長兼事業法人ユニット担当

平成25年７月 当行常務執行役員大企業法人ユ

ニット長(注)１

平成26年４月 専務取締役営業統括専務(現職)

平成26年４月

から１年

(注)２

―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
式数
（株）

常務取締役
リスク管理グ

ループ長
綾　隆介 昭和35年５月20日生

平成19年11月 株式会社みずほコーポレート銀行

シドニー支店副支店長

平成22年４月 総合リスク管理部長

平成24年４月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ執行役員総合リスク管理部

長(平成25年11月まで)

株式会社みずほ銀行執行役員総合

リスク管理部長

株式会社みずほコーポレート銀行

執行役員総合リスク管理部長

平成25年７月 当行執行役員総合リスク管理部長

(注)１

平成25年11月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ常務執行役員リスク管理グ

ループ長(平成26年６月まで)

当行常務執行役員リスク管理グ

ループ長

みずほ信託銀行株式会社常務執行

役員リスク管理グループ担当役員

みずほ証券株式会社常務執行役員

リスク管理グループ担当役員

平成26年４月 当行常務取締役リスク管理グルー

プ長(現職)

平成26年６月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ取締役兼執行役常務リスク

管理グループ長(現職)

平成26年４月

から１年

(注)２

―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
式数
（株）

常務取締役
財務・主計グ

ループ長
真保　順一 昭和36年５月21日生

平成21年４月 株式会社みずほコーポレート銀行

グローバルオルタナティブインベ

ストメント管理部長

平成22年４月 アセットマネジメント業務管理部

長

平成24年４月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ執行役員ポートフォリオマ

ネジメント部長(平成26年４月ま

で)

株式会社みずほ銀行執行役員ポー

トフォリオマネジメント部長

株式会社みずほコーポレート銀行

執行役員ポートフォリオマネジメ

ント部長

平成25年７月 当行執行役員ポートフォリオマネ

ジメント部長(注)１

平成26年４月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ常務執行役員財務・主計グ

ループ長

当行常務取締役財務・主計グルー

プ長(現職)

株式会社みずほフィナンシャルス

トラテジー取締役社長(現職)

平成26年６月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ取締役兼執行役常務財務・

主計グループ長(現職)

平成26年４月

から１年

(注)２

―

常務取締役
企画グループ

長
藤原　弘治 昭和36年６月29日生

平成19年10月 株式会社みずほ銀行経営企画部参

事役 全銀協会長行室長

平成21年７月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループＩＲ部参事役

平成22年４月 ＩＲ部長

平成24年４月 執行役員ＩＲ部長

平成26年４月 常務執行役員企画グループ長

当行常務取締役企画グループ長(現

職)

平成26年６月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ取締役兼執行役常務企画グ

ループ長(現職)

平成26年４月

から１年

(注)２

―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
式数
（株）

取締役 高橋　秀行 昭和32年４月20日生

平成19年４月 株式会社みずほコーポレート銀行

執行役員企画グループ統括役員付

シニアコーポレートオフィサー

平成21年４月 常務執行役員グローバルポート

フォリオマネジメントユニット統

括役員兼金融・公共法人ビジネス

ユニット統括役員兼グローバルオ

ルタナティブインベストメントユ

ニット統括役員

平成22年４月 常務執行役員財務・主計グループ

統括役員兼ポートフォリオマネジ

メントグループ統括役員

平成23年４月 常務執行役員財務・主計グループ

統括役員兼ポートフォリオマネジ

メントグループ統括役員兼ＩＴ・

システムグループ統括役員

平成24年４月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ常務執行役員財務・主計グ

ループ長

株式会社みずほ銀行常務執行役員

財務・主計グループ長(平成25年４

月まで)

株式会社みずほコーポレート銀行

常務執行役員財務・主計グループ

長(平成25年４月まで)

みずほ信託銀行株式会社常務執行

役員企画・財務・主計グループ担

当(平成25年４月まで)

株式会社みずほフィナンシャルス

トラテジー取締役社長(平成26年４

月まで)

平成24年６月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ常務取締役財務・主計グ

ループ長

平成25年４月 取締役副社長財務・主計グループ

長(平成26年４月まで)

株式会社みずほ銀行副頭取執行役

員財務・主計グループ長

株式会社みずほコーポレート銀行

副頭取執行役員財務・主計グルー

プ長

みずほ信託銀行株式会社常務執行

役員企画・財務・主計グループ担

当役員(平成26年４月まで)

みずほ証券株式会社常務執行役員

財務・主計グループ担当役員(平成

26年４月まで)

平成25年７月 当行副頭取執行役員財務・主計グ

ループ長(注)１

平成26年４月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ取締役(現職)

平成26年６月 当行取締役(現職)

平成26年６月

から１年
―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
式数
（株）

取締役 柏崎　博久 昭和31年11月17日生

平成20年４月 株式会社みずほ銀行執行役員銀座

支店長

平成21年４月 執行役員銀座支店長兼銀座支店銀

座第一部長

平成22年４月 常務執行役員

平成24年４月 常務執行役員営業店担当役員

平成25年４月 取締役副頭取営業店業務部門長

平成25年７月 当行取締役副頭取営業店業務部門

長(注)１

平成26年４月 取締役(現職)

平成26年６月

から１年
―

取締役 佐藤　康博 昭和27年４月15日生

平成15年３月 株式会社みずほコーポレート銀行

執行役員インターナショナルバン

キングユニットシニアコーポレー

トオフィサー

平成16年４月 常務執行役員営業担当役員

平成18年３月 常務取締役コーポレートバンキン

グユニット統括役員

平成19年４月 取締役副頭取内部監査統括役員

平成21年４月 取締役頭取(平成25年７月まで)

平成21年６月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ取締役

平成23年６月 株式会社みずほ銀行取締役

株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ取締役社長(グループCEO)

(平成26年６月まで)

平成25年７月 当行取締役頭取(注)１

平成26年４月 取締役(現職)

みずほ信託銀行株式会社取締役(現

職)

みずほ証券株式会社取締役(現職)

平成26年６月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ取締役兼執行役社長(グルー

プCEO)(現職)

平成26年６月

から１年
―

取締役 町田　幸雄 昭和17年７月３日生

昭和44年４月 検事任官

平成11年８月

平成12年12月

法務省入国管理局局長

最高検察庁総務部長

平成13年７月

平成14年６月

最高検察庁刑事部長

公安調査庁長官

平成16年１月

平成16年12月

仙台高等検察庁検事長

最高検察庁次長検事

平成17年７月 退官

平成17年９月

平成26年４月

第一東京弁護士会入会

当行取締役(現職)

平成26年４月

から１年

(注)３

―

取締役 古賀　政治 昭和31年４月26日生

昭和61年４月 東京弁護士会登録

平成８年１月 古賀法律事務所開設(平成18年６月

霞総合法律事務所に名称変更)

平成26年６月 当行取締役(現職)

平成26年６月

から１年
―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
式数
（株）

常勤監査役

(常勤)
伊豫田　敏也 昭和29年３月31日生

平成17年４月 みずほ証券株式会社常務執行役員

アドバイザリー第１グループ長

平成17年６月 常務執行役員アドバイザリー第１

グループ長兼アドバイザリー第２

グループ長

平成17年７月 常務執行役員アドバイザリーグ

ループ長

平成20年４月 常務執行役員投資銀行第１グルー

プ長

平成20年６月 常務執行役員グローバル投資銀行

部門長兼投資銀行グループ長

平成21年５月 常務執行役員グローバル投資銀行

部門副部門長兼投資銀行グループ

共同グループ長兼投資銀行業務管

理部担当

平成22年４月 常務執行役員投資銀行グループ長

平成23年４月 理事

平成23年６月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ常勤監査役(平成26年６月ま

で)

平成24年６月 株式会社みずほコーポレート銀行

監査役(平成25年４月まで)

平成25年７月 当行監査役(注)１

平成26年６月 常勤監査役(現職)

平成25年７月

から４年

(注)４

―

常勤監査役

（常勤）
木村　誠 昭和37年２月７日生

平成20年４月 株式会社みずほコーポレート銀行

大阪営業第三部長

平成22年４月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ与信企画部長

平成24年４月 株式会社みずほ銀行銀座支店銀座

第二部長

平成25年４月 執行役員銀座支店銀座第二部長

平成25年７月 当行執行役員銀座支店銀座第二部

長(注)１

平成26年４月 理事

平成26年６月 常勤監査役(現職)

平成26年６月

から４年
―

常勤監査役

（常勤）
千葉　裕太 昭和33年８月23日生

平成20年11月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ監査業務部長

平成23年６月 株式会社みずほ銀行常勤監査役

平成25年７月 当行常勤監査役(現職)(注)１

平成25年７月

から４年

(注)４

―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
式数
（株）

監査役

（非常勤）
石坂　匡身 昭和14年12月５日生

昭和38年４月 大蔵省入省

平成５年６月 理財局長

平成６年７月 環境庁企画調整局長

平成７年７月 事務次官

平成８年７月 自動車保険料率算定会副理事長

平成10年７月 石油公団副総裁

平成16年３月

平成16年７月

顧問

社団法人日本損害保険協会副会長

平成19年９月 財団法人大蔵財務協会(現一般財

団法人大蔵財務協会)理事長(現

職)

平成20年６月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ監査役(平成26年６月まで)

平成25年７月 当行監査役(現職)

平成25年７月

から４年

(注)４

―

監査役

（非常勤）
今井　功 昭和14年12月26日生

昭和39年４月 東京地方裁判所判事補任官

平成14年２月 仙台高等裁判所長官

平成14年11月 東京高等裁判所長官

平成16年12月 最高裁判所判事

平成21年12月 退官

平成22年４月 第一東京弁護士会入会

ＴＭＩ総合法律事務所顧問(現職)

平成23年６月 株式会社みずほコーポレート銀行

監査役(平成25年７月まで)

株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ監査役(平成26年６月まで)

平成24年６月 株式会社みずほ銀行監査役

平成25年７月 当行監査役(現職)(注)１

平成23年６月

から４年
―

監査役

（非常勤）
長谷川　俊明 昭和23年９月13日生

昭和52年４月 第一東京弁護士会入会

昭和57年１月 大橋・松枝・長谷川法律事務所

パートナー

平成２年１月 長谷川俊明法律事務所開設

平成８年１月 株式会社富士銀行顧問弁護士

平成12年６月 監査役(平成14年３月まで)

平成12年９月 株式会社みずほホールディングス

監査役(平成17年10月株式会社みず

ほフィナンシャルストラテジーに

社名変更)(平成20年６月まで)

平成14年４月 株式会社みずほ銀行監査役(平成25

年７月まで)

平成15年１月 株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ監査役(平成18年６月まで)

平成18年３月 株式会社みずほコーポレート銀行

監査役

平成25年７月 当行監査役(現職)(注)１

平成25年６月

から４年
―

計 ―

（注）１　株式会社みずほ銀行と株式会社みずほコーポレート銀行は、株式会社みずほコーポレート銀行を吸収合併存

続会社として平成25年７月１日に合併し、株式会社みずほコーポレート銀行の商号を株式会社みずほ銀行に

変更いたしました。

　　　２　平成26年４月１日付の臨時株主総会での選任後平成26年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

　　　３　平成26年４月25日付の臨時株主総会での選任後平成26年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

　　　４　平成25年７月１日付の臨時株主総会での選任後平成28年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
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　　　５　取締役のうち、町田 幸雄および古賀 政治の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

　　　６　監査役のうち、石坂 匡身、今井 功および長谷川 俊明の３氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役で

あります。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当グループでは、〈みずほ〉として行うあらゆる活動の根幹をなす考え方として、基本理念・ビジョン・みず

ほValueから構成される『〈みずほ〉の企業理念』を制定しております。

 

基本理念（企業活動の根本的考え方）

 

ビジョン（〈みずほ〉のあるべき姿・将来像）

 

みずほValue（個々の役職員が共有すべき価値観・行動軸）

 

　『〈みずほ〉の企業理念』のもと、経営の基本方針及びそれに基づく当グループ全体の戦略を株式会社みずほ

フィナンシャルグループが立案し、グループ各社が一丸となってその戦略を推進してまいります。それによって

企業の持続的かつ安定的な成長と企業価値及び株主利益の向上を実現し、内外の経済・産業の発展と社会の繁栄

に貢献していくことによって、社会的役割・使命を全うしてまいります。

 

　当行は、社外取締役等の招聘等によりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとともに、スピード経営の

実践に努め、引き続き、透明で効率性の高い企業経営を目指してまいります。

　なお、当行は株式会社みずほフィナンシャルグループとの間で「グループ経営管理契約」を締結し、同社の経

営管理を受けております。

 

②会社の機関内容

　当グループは、経営環境の変化に柔軟かつ機動的に適応できる経営形態として選択した持株会社体制の下で、

銀行・信託・証券やその他の事業分野にわたるグループ横断的なビジネス戦略推進単位ごとに、持株会社が戦

略・施策や業務計画の策定を行うことで、お客さまニーズへの適応力強化を一段と進め、企業価値の極大化に取

り組んでおります。

 

（取締役及び取締役会）

　当行の取締役会は、13名により構成し、当行の経営方針その他の重要事項を決定するとともに、取締役及び執

行役員の職務の執行を監督しております。

　当行は、取締役会の監督機能強化のため、コーポレート・ガバナンス等の専門的知見や経験が豊富な社外取締

役2名を招聘し、当該社外取締役が経営から独立した立場で取締役会に加わることを確保するとともに、取締役

会が内部統制システムの運用状況をより実効的に監督するための諮問機関として社外取締役・専門家を過半とす
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るモニタリング専門委員会を設置しております。

 

（監査役）

　当行は監査役制度を採用しており、監査役６名のうち３名は社外監査役であります。監査役会は、監査に関す

る重要な事項について報告を受け、協議または決議を行っております。

 

（業務執行）

　経営の監督機能と業務執行を分離し、権限と責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。

　業務執行においては、頭取が、取締役会の決定した基本方針に基づき、当行の業務執行全般を統括しておりま

す。

　なお、頭取の諮問機関として経営会議を設置、必要の都度開催し、取締役会で決議することを要する事項等、

業務執行に関する重要な事項を審議しております。また、以下の経営政策委員会を設置、必要の都度開催し、全

行的な諸問題について総合的に審議・調整を行っております。

 

＜経営政策委員会＞

○ポートフォリオマネジメント委員会

ポートフォリオの運営方針や、その運営方針に基づく具体的施策等に関する審議・調整及びポートフォリオモニ

タリング等を行っております。

○ＡＬＭ・マーケットリスク委員会

ＡＬＭに係る基本方針や、ＡＬＭ運営・リスク計画、資金運用調達、マーケットリスク管理等に関する審議・調

整及び実績管理等を行っております。

○ＩＴ戦略推進委員会

ＩＴ戦略の基本方針やＩＴ関連投資計画、ＩＴ関連投資案件にかかる投資方針、ＩＴ開発投資案件のリリース、

システムリスク管理等の審議・調整及びＩＴ関連投資案件の進捗管理や投資効果の評価等を行っております。

○新商品委員会

新商品・サービスの開発・販売及び新規業務への取り組みに関するビジネスプランや各種リスク・コンプライア

ンス及びお客さま保護の評価等に関する審議・調整、ならびに新商品・サービスの開発・販売状況の管理等を

行っております。

○クレジット委員会

与信管理に係る基本事項や、大口与信先等の年間与信方針、個別与信案件等の審議・調整等を行っております。

○グローバルシンジケーション委員会

内外のシンジケーション業務全般の業務推進や、内外の投資家向けに販売を行うシンジケート・ローン等の引受

案件等の審議・調整及びシンジケーション業務に関する業務実績管理等を行っております。

○コンプライアンス委員会

外部の専門家（弁護士１名、公認会計士１名）が特別委員として参加し、コンプライアンス統括や事故処理に関

する審議・調整等を行っております。

○反社取引排除委員会

反社会的勢力への対応に関する審議・調整等を行っております。

○情報管理委員会

情報管理に関する各種施策の推進状況や情報セキュリティにかかるリスク管理、個人情報保護法対応、情報管理

に関する各種規程類等に関する審議・調整等を行っております。

○お客さま保護等管理委員会

お客さま保護等管理に関する基本方針や、お客さま保護等管理についての各種施策の進捗状況等に関する審議・

調整等を行っております。

○ディスクロージャー委員会

情報開示に係る基本方針や、情報開示態勢に関する事項の審議・調整等を行っております。

○ＣＳＲ委員会

ＣＳＲに関する各種施策の取り組み状況や要対応事項、取り組み方針、開示報告書に関する審議・調整等を行っ

ております。

○金融円滑化管理委員会

金融円滑化管理に係る基本方針や、金融円滑化管理に関する各種施策の進捗状況に関する事項の審議・調整等を

行っております。

 

　また、経営政策委員会とは別に、特定の諸課題について以下の５つの委員会を設置、必要の都度開催し、それぞ

れの所管する業務について、協議、周知徹底、推進を行っております。

○事業継続管理委員会
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「事業継続管理の基本方針」に関わる業務運営についての方針の協議、周知徹底、推進を行っております。

○人権啓発推進委員会

人権問題への取り組みに関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。

○障害者雇用促進委員会

障害者の雇用ならびに職場定着推進に関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。

○オペレーショナルリスク管理委員会

オペレーショナルリスク管理に関する方針等の協議、周知徹底、推進を行っております。

○ＣＳ推進委員会

お客さまからの評価の状況、ＣＳ向上への取り組みに関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。

 

（内部監査部門等）

　当行は、頭取傘下の内部監査機関として、業務監査委員会を設置しております。業務監査委員会は、取締役会の

決定した基本方針に基づき、監査に関する重要な事項の審議・決定を行い、業務監査委員会の決定事項について

は、すべて取締役会に報告しております。

　なお、内部監査機能の被監査業務からの独立性確保を目的として、内部監査部門を被監査部門から分離のうえ、

業務監査委員会傘下の独立部門としております。

　業務監査委員会には、専門性の補強、客観性の確保の観点から、外部の専門家（弁護士１名、公認会計士１名）

が特別委員として参加しております。

 

＜当行のコーポレート・ガバナンス体制＞

③取締役の定数

　当行の取締役は、15名以内とする旨、定款に定めております。

④取締役の選解任の決議要件

　当行は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。

　また、取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。

⑤中間配当の決定機関

　当行は、取締役会の決議により、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式

質権者に対し、中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。これは、必要な場合に株主への機動的
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な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑥株主総会及び種類株主総会の特別決議要件

　当行は、株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す

る株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。

　また、種類株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を

有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会の円

滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑦内部統制の仕組み

（内部統制システムについての基本的な考え方及び整備状況）

　当行では、業務運営部門における自店検査に加え、コンプライアンス所管部署・リスク管理所管部署によるモ

ニタリング等にて牽制機能を確保するとともに、業務運営から独立した業務監査委員会のもとで内部監査部門に

属する内部監査所管部署が業務運営部門ならびにコンプライアンス所管部署・リスク管理所管部署等に対し内部

監査を実施することを通じて、内部管理の適切性・有効性を確保しております。

　また、内部管理体制強化の一環として、ディスクロージャー委員会を設置し、情報開示統制の強化を図ってお

ります。

（反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況）

　当グループは、反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止する観点から、「み

ずほの企業行動規範」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断す

る、との基本方針を定めております。

　反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環として取り組んでおり、グループ会社のコンプラ

イアンスの遵守状況を一元的に把握、管理する体制を構築し、具体的な実践計画において、「反社会的勢力との

関係遮断」をグループ共通の重点施策として位置付け、取り組みに注力しております。

　当行は、反社会的勢力との関係遮断を役割とする専門の部を設置し、反社会的勢力との関係遮断により専門

的・集中的に取り組むとともに、先進的なトピックスにもスピード感をもって対応しております。

　また、「反社会的勢力への対応に関する事項」を専門的に担う経営政策委員会である「反社取引排除委員会」

を設置し、グループ全体として相互に連携をとり、反社会的勢力との関係遮断に取り組んでおります。

　なお、当行は、不当要求防止責任者を設置し、対応マニュアルの整備や研修実施等の体制整備にも努め、個別

事案に対しては、必要に応じ外部専門機関とも連携し、対処しております。

　当行は、平成25年９月27日に一部提携ローンにおける反社会的勢力との取引に関し、金融庁より業務改善命令

を受け、さらに、当行及び株式会社みずほフィナンシャルグループは、平成25年12月26日に金融庁より業務改善

命令（当行は当該提携ローンの業務一部停止を含む業務改善命令）を受けております。業務改善命令に基づき、

当行は株式会社みずほフィナンシャルグループとともに、平成25年10月28日及び平成26年１月17日に金融庁に業

務改善計画を提出しました。当行は、これらの行政処分を厳粛に受け止め、業務改善計画に沿って、反社会的勢

力との関係遮断に向けた更なる体制の強化や、企業風土の改善等の改善対応策を着実に実施しております。
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＜当行の内部統制の仕組み＞

（業務の適正を確保するための体制）

　当行は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会におい

て決議しております。その概要は以下の通りであります。

１．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当行は、「コンプライアンスの基本方針」「コンプライアンス・マニュアル」等のコンプライアンス関連

規程において、取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を定め

ております。

・具体的には、コンプライアンスの徹底を経営の基本原則と位置付け、コンプライアンスの運営体制、「コ

ンプライアンス・マニュアル」の策定等を定めるとともに、コンプライアンスを徹底するための具体的な

実践計画としてコンプライアンス・プログラムを年度毎に策定し、定期的に実施状況をフォローアップし

ております。また、反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環として取り組んでおり、

上記計画において、「反社会的勢力との関係遮断」を重点施策として位置付け、取り組みに注力しており

ます。

・当行の取締役会において、上記の「コンプライアンスの基本方針」等に基づく体制を、取締役・使用人の

職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制として決議しております。

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・当行は、「情報セキュリティポリシー」等の情報管理関連規程において、情報の保存・管理等に関する体

制を定めており、取締役の職務執行に係る情報の保存・管理についても、これらの規程に基づいて保存・

管理等を行っております。

・具体的には、取締役会・経営会議・各種委員会の議事録や関連資料、稟議書・報告書等の情報について、

保存期限を定める等の必要な保存・管理を実施しております。

・当行の取締役会において、上記の「情報セキュリティポリシー」等に基づく体制を、取締役の職務の執行

に係る情報の保存及び管理に関する体制として決議しております。

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当行は、「総合リスク管理の基本方針」をはじめとする各種リスク管理の基本方針等のリスク管理関連規

程において、損失の危険の管理に関する体制を定めております。

・具体的には、各種リスクの定義、リスク管理を行うための体制の整備と人材の育成等を定め、リスクを定

性・定量的に把握するとともに、経営として許容できる範囲にリスクを制御する総合リスク管理を行って

おります。

・当行の取締役会において、上記の「総合リスク管理の基本方針」等に基づく体制を、損失の危険の管理に

関する規程その他の体制として決議しております。

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当行は、「取締役会規程」「経営会議規程」「経営政策委員会規程」「組織規程」「決裁権限規程」等の

規程において、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を定めております。

・具体的には、取締役会の決議事項や報告事項に関する基準、組織の分掌業務、案件の重要度に応じた決裁

権限等を定めるとともに、経営会議や経営政策委員会を設置し、当行全体として取締役の職務執行の効率

性を確保しております。

・当行の取締役会において、上記の「取締役会規程」等に基づく体制を、取締役の職務の執行が効率的に行

われることを確保するための体制として決議しております。
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５．当行並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当行は、当行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループとの間の「グループ経営管理契約」

等において、企業集団の業務の適正を確保するための体制を定めております。

・具体的には、当行は、「グループ経営管理契約」に基づき、株式会社みずほフィナンシャルグループより

直接経営管理を受けるとともに、株式会社みずほフィナンシャルグループが定めた「子会社等の経営管理

に関する基準」及び同基準に則って作成する「子会社等経営管理規程」に従い、当行が経営管理を行う子

会社・関連会社について経営管理を行っております。

・当行の取締役会において、上記の「グループ経営管理契約」等に基づく体制を、当行並びにその親会社及

び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制として決議しております。

 

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

・当行は、「組織規程」において、監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項を定めております。

・具体的には、監査役職務の補助に関する事項及び監査役会事務局に関する事項を所管する監査役室を設置

し、監査役の指示に従う監査役室長がその業務を統括しております。

・当行の取締役会において、上記の「組織規程」に規定する事項を、監査役がその職務を補助すべき使用人

を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項として決議しております。

 

７．監査役職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

・当行は、「取締役会規程」の付則において、監査役職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関す

る事項を定めております。

・具体的には、監査役職務の補助使用人に係わる人事及び組織変更については、事前に監査役会が指名した

監査役と協議することとしております。

・当行の取締役会において、上記の「取締役会規程」の付則に規定する事項を、監査役職務を補助すべき使

用人の取締役からの独立性に関する事項として決議しております。

 

８．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

・当行は、「取締役会規程」「経営会議規程」等において、取締役及び使用人が監査役に報告をするための

体制を定めております。

・具体的には、取締役会、経営会議等への監査役の出席について規定するとともに、頭取宛稟議等の監査役

への回覧、コンプライアンス・ホットラインの通報内容の報告、内部監査結果の報告等の体制を整備して

おります。

・当行の取締役会において、上記の「取締役会規程」等に基づく体制を、取締役及び使用人が監査役に報告

をするための体制その他の監査役への報告に関する体制として決議しております。

 

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・当行は、「内部監査の基本方針」等において、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体

制を定めております。

・具体的には、内部監査部門、監査役及び会計監査人が、定期的かつ必要に応じて意見・情報交換を行い、

監査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連係しております。

・当行の取締役会において、上記の「内部監査の基本方針」等に基づく体制を、その他監査役の監査が実効

的に行われることを確保するための体制として決議しております。

 

⑧内部監査、監査役監査及び会計監査の状況

　当行は、内部監査のための組織として、業務監査部（専任スタッフ498名）・資産監査部（専任スタッフ60

名）を設置し、取締役会で定める内部監査の基本方針に基づき当行の内部監査を実施しております。

　当行の内部監査の結果については、担当役員である内部監査部門長が定期的及び必要に応じて都度、業務監査

委員会に報告する体制としております。

　監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取するとともに、重

要な書類等を閲覧し、本店及び営業部店における業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて子会社、会計監査

人からの報告聴取等を実施すること等により、取締役の職務執行を監査しております。

　なお、当行では、内部監査部門、監査役及び会計監査人は、定期的かつ必要に応じて意見・情報交換を行い、

監査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連係強化に努めております。

　また、会計監査人は、会計監査の観点から、コンプライアンス所管部署・リスク所管部署等と必要に応じ意見

交換しております。

　当行の会計監査業務を執行した公認会計士は、江見睦生、永野隆一、久保暢子、西田裕志の計4名であり、新

日本有限責任監査法人に所属しております。継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略し
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ております。同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当行の会計監査に一定期間を超えて関与する

ことのないよう措置をとっております。また、当行の監査業務に係る補助者は、公認会計士40名、その他46名で

あります。

⑨会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　当行と社外取締役及び社外監査役との間には、記載すべき利害関係はありません。

⑩社外取締役及び社外監査役との責任限定契約

　当行は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任について、社外取締役及び社外監査役が

職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする旨の契約を社外取締役及

び社外監査役と締結しております。

⑪種類株式の議決権

　当行の優先株式の議決権につきましては、「優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、第四

種及び第八種の各優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会よ

り、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より優先配当金を受ける旨の決議あ

る時までは議決権を有する。」旨定款に規定しております。

　第二回第四種優先株式及び第八回第八種優先株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配に関して普通株式に優

先する代わりに、議決権に関してはこれを制限する内容としております。

　また、第十一回第十三種優先株式は、普通株式に対しては剰余金の配当及び残余財産の分配に関して優先する

こと、第四種及び第八種の優先株式に対しては剰余金の配当及び残余財産の分配に関して劣後する代わりに剰余

金の配当利回りが高い内容となっていることを踏まえて、議決権を有しない内容としております。

⑫役員報酬の内容

　当行の役員区分ごとの報酬額は、以下のとおりであります。

役員区分
対象となる役員の員数

（人）

金額

（百万円）

取締役（除く社外取締役） 9 408

監査役（除く社外監査役） 4 52

社外役員 4 28
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づ
く報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

監査証明業務に基づ
く報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

提出会社 202 38 325 90

連結子会社 168 14 133 9

計 370 52 458 99

（注）「監査公認会計士等」とは、開示府令第19条第２項第９号の４に規定する監査公認会計士等でありま

す。なお、上記報酬の内容は、当行の監査公認会計士等である新日本有限責任監査法人に対する報酬で

あります。

②【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度

　当行及び一部の連結子会社は、当行の監査公認会計士等と同一のネットワーク（Ernst & Young Global

Limited）に属している他の監査公認会計士等に対して、監査証明業務に基づく報酬、税務関連業務等に基づ

く報酬を支払っております。

当連結会計年度

　当行及び一部の連結子会社は、当行の監査公認会計士等と同一のネットワーク（Ernst & Young Global

Limited）に属している他の監査公認会計士等に対して、監査証明業務に基づく報酬、税務関連業務等に基づ

く報酬を支払っております。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度

　当行が、当行の監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、米国検証基準書第16号

の内部統制調査、自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務、助言業務等であります。

当連結会計年度

　当行が、当行の監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、米国検証基準書第16号

の内部統制調査、自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務、助言業務等であります。

④【監査報酬の決定方針】

　当行の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査役会の同意のもと適切に

決定しております。
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